
　

小
児
救
急
医
療
の
現
場
で
は
、
核
家
族

化
の
進
展
に
伴
い
、
子
育
て
に
不
安
を
覚

え
る
方
が
、
身
近
に
病
気
の
相
談
相
手
が

得
ら
れ
ず
、
子
ど
も
の
ち
ょ
っ
と
し
た
症

状
で
も
気
軽
に
大
き
な
病
院
を
受
診
す
る

ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
共
働
き
世
帯
の
増
加
な
ど
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
伴
い
、
休
日
や
夜

間
な
ど
、
時
間
や
症
状
に
か
か
わ
り
な
く

救
急
医
療
を
利
用
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
救

急
医
療
の
コ
ン
ビ
ニ
化
現
象
」が
生
じ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
多
く
の
軽
症
患
者
が
中
核

病
院
の
小
児
科
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
勤
務
医
の
就
労
環
境
が
厳
し
く
な
っ

て
き
て
お
り
、
救
急
医
療
に
携
わ
る
小
児

科
医
師
の
疲
弊
（
ひ
へ
い
）を
招
き
、
小

児
救
急
医
療
提
供
体
制
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

　

那
須
地
区
医
療
圏
で
は
、
安
心
し
て
子

育
て
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、

小
児
医
療
の
充
実
、
特
に
休
日
や
夜
間
の

小
児
救
急
医
療
体
制
の
確
保
・
充
実
を
図

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
軽
症
患
者
の

中
核
病
院
へ
の
集
中
を
改
善
す
る
こ
と
が

緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

救
急
医
療
は
、
あ
く
ま
で
緊
急
の
医
療

を
必
要
と
す
る
患
者
さ
ん
の
た
め
の
も
の

で
す
。
緊
急
時
以
外
は
「
か
か
り
つ
け
医
」

な
ど
の
通
常
の
診
療
時
間
に
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

●
平
日
の
昼
間
は
、「
か
か
り
つ
け
医
」
で

　
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

日
ご
ろ
か
ら
、
診
療
所
や
ク
リ
ニ
ッ
ク

　

な
ど
の
「
か
か
り
つ
け
医
」
を
決
め
て
お

　

き
、
診
療
時
間
内
の
受
診
を
心
掛
け
て

　

く
だ
さ
い
。

●
休
日
な
ど
の
昼
間
は
、「
休
日
当
番
医
」

　
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

那
須
郡
市
医
師
会
の
開
業
医
院
な
ど
が
、

　

交
代
で
救
急
患
者
の
診
療
を
行
っ
て
い

　

ま
す
。

●
夜
間
に「
休
日
等
急
患
診
療
所
」を
利

　
用
す
る
場
合
は
、
次
の
①
お
よ
び
②
の

　
診
療
日
、
診
療
時
間
に
受
診
し
て
く
だ

　
さ
い
。

　

那
須
郡
市
医
師
会
の
医
師
が
交
代
で
入

　

院
の
必
要
の
な
い
、
風
邪
な
ど
の
比
較

　

的
軽
症
な
患
者
の
診
療
を
行
っ
て
い
ま

　

す
。

①
大
田
原
市
休
日
等
急
患
診
療
所

（
大
田
原
市
若
草
1
‐
８
３
２
、
大
田
原

　

保
健
セ
ン
タ
ー
隣
接
）

・
診
療
日
‥
日
曜
日
、
火
曜
日
、
水
曜
日
、

　
　

休
日
、
お
盆
、
年
末
年
始

・
診
療
時
間
‥
午
後
６
時
30
分
〜
午
後
９

　
　

時
30
分

②
黒
磯
那
須
地
区
休
日
等
急
患
診
療
所

（
那
須
塩
原
市
黒
磯
幸
町
８
‐
１
０
、
黒

　

磯
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

・
診
療
日
‥
日
曜
日
、
月
曜
日
、
木
曜
日
、

　
　

金
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
、
年
末
年
始

・
診
療
時
間
‥
午
後
７
時
〜
午
後
10
時

※
診
療
科
目
‥
内
科
、
小
児
科

※
診
察
し
た
上
で
詳
し
い
検
査
や
入
院
が

　

必
要
な
場
合
は
、
救
急
指
定
病
院
と
の

　

連
携
に
よ
り
対
処
し
ま
す
。

●「
休
日
等
急
患
診
療
所
」の
診
療
終
了
後

　
の
時
間
帯
は
、
ま
ず
、「
電
話
相
談
」を

　
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

急
な
病
気
や
け
が
で
心
配
な
と
き
、
家

　

庭
で
の
対
処
方
法
な
ど
を
経
験
豊
富
な

　

看
護
師
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
ま
す
。

　

な
お
、
症
状
に
よ
っ
て
医
療
機
関
を
受

　

診
し
た
方
が
良
い
場
合
に
は
、
小
児
二

　

次
救
急
当
番
病
院
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
と
ち
ぎ
子
ど
も
救
急
電
話
相
談

・
相
談
時
間
‥
午
後
７
時
〜
午
後
11
時

　
　
　

０
２
８
‐
６
０
０
‐
０
０
９
９

※
携
帯
電
話
・
プ
ッ
シ
ュ
回
線
の
方

　
　
　
（
局
番
な
し
）＃
８
０
０
０

②
大
田
原
赤
十
字
病
院
電
話
相
談

・
相
談
時
間
‥
毎
日
24
時
間

　
　
　

０
７
０
‐
６
５
７
１
‐
８
５
３
７

●
初
期
小
児
救
急
医
療
体
制

　

比
較
的
軽
症
の
救
急
患
者
の
医
療
と
し

　

て
、
休
日
当
番
医
や
休
日
等
急
患
診
療

　

所
が
あ
り
ま
す
。

●
二
次
小
児
救
急
医
療
体
制

　

緊
急
手
術
や
入
院
を
必
要
と
す
る
救
急

　

患
者
の
医
療
と
し
て
、
大
田
原
赤
十
字

　

病
院
、
国
際
医
療
福
祉
大
学
病
院
、
菅
間

　

記
念
病
院
の
輪
番
制
に
よ
り
行
わ
れ
て

　

い
ま
す
。

●
三
次
小
児
救
急
医
療
体
制

　

重
篤（
じ
ゅ
う
と
く
）な
救
急
患
者
の
医

　

療
と
し
て
、大
田
原
赤
十
字
病
院
が
対

　

応
し
て
い
ま
す
。

※
詳
細
は
、
広
報
お
お
た
わ
ら
毎
月
15
日

　

号
の
救
急
医
療
体
制
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

栃
木
県
で
は
、
子
ど
も
の
急
病
や
け
が

の
場
合
の
家
庭
に
お
け
る
対
処
方
法
や
、

救
急
外
来
を
受
診
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
な

ど
を
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
を
作
成
し
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、大
田
原
市
で

は
乳
児
の
４
カ
月
健

診
時
に
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
版
を
保
護
者
の
方

に
配
布
し
て
い
ま
す
。

※「
こ
ど
も
救
急
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
は
栃
木

　

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（　

 http://w
w
w
.

　

p
ref.tochigi.lg.jp

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

　

ド
で
き
ま
す
。

　
　

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ 

↓ 

福
祉
・
医
療 

↓

　
　

こ
ど
も 

↓ 

小
児
医
療 

↓ 

こ
ど
も
救

　
　

急
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
政
策
課
健
康
政
策
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
4

【
お
詫
び
と
訂
正
】

　

広
報
お
お
た
わ
ら
９
月
１
日
号
の
10

ペ
ー
ジ「
保
育
園
入
園
申
込
受
付
」の
見

出
し
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

正
し
く
は「
平
成
24
年
４
月
入
園
」で

す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

こ
ど
も
課
保
育
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
６
９

【
小
児
の
救
急
医
療
体
制
】

【
こ
ど
も
救
急
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
】

【
小
児
医
療
の
受
診
方
法
】

「
小
児
医
療
の
適
切
な
受
診
」

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
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